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１．項目 需要家間での分散電力需給の緩和 

２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

政府の目標である太陽光発電が 2800万ＫＷ時代になると、需要家の分散

電源の発電量が系統に大きな影響を与えると想定され、従来の電力会社と

需要家との需給制御の他に、需要家間の需給制御も加え、電力の安定供給

を図ることになると想定される。 

需要家間で分散電力の需給が可能となれば、より最適な需給制御が図る

ことができ、電力の安定供給に加え低炭素化社会実現が加速されると期待

できる。 

しかしながら、現状の電気事業法では、需要間の分散電源需給を容易に

実施することは出来ない。 

 

３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

需要間の分散電源需給は、電気事業に該当しない電気の供給として、特

定供給にもっとも近いと考えられる。特定供給が可能な場合に関しては、

電気事業法 第１７条では、 

・資本関係等、密接な関係を有している相手に、許可を受けて供給する場

合  

・専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給

するための発電設備により電気を供給する場合  

・一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための

電気を供給する場合 

であり、自己託送もしくは自営線供給が主である。 

 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

電気事業法第 17 条に当てはまらない形態での需要家間電力供給につい

て、制御装置および計測器等を設置する等の一定条件を満足し「分散供給

共同体（仮称）」等の申請をした需要家群に対し特定供給を認可する仕組み

とする。 

 


